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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縁部、並びに第１及び第２の対向する側面を有するコアと、
　前記コアの前記縁部に結合され、前記コアから外方に延び、口部を定めるそれぞれの縁
部部分を有する第１及び第２の弾性リムを含むリテーナであって、前記第１及び第２の弾
性リムはそれらの間に内部キャビティを定め、かつ、それぞれの外面を定め、前記第１及
び第２の弾性リムの前記縁部部分は、保持構成と挿入構成との間で互いに向かって及び互
いから離れるように可動であり、前記第１及び第２のリムは、前記保持構成の方向に付勢
されている、リテーナと、
　各々が縁部を有する第１及び第２のカバー部分と、
を備え、
　前記第１のカバー部分は、前記コアの前記第１の側面及び前記第１の弾性リムの前記外
面の上に重なり、前記第２のカバー部分は、前記コアの前記第２の側面及び第２の弾性リ
ムの前記外面の上に重なり、前記第１及び第２のリムの前記縁部部分の周りに巻き付く前
記第１及び第２のカバー部分は、前記口部を通して配置され、前記第１及び第２のカバー
部分の前記縁部は前記内部キャビティ内に配置され、前記第１及び第２の弾性リムはそれ
らの間に前記第１及び第２のカバー部分を保持するようになることを特徴とするスクリー
ン組立体。
【請求項２】
　前記コアは複数の層を含むことを特徴とする、請求項１に記載のスクリーン組立体。
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【請求項３】
　前記層の少なくとも１つは粘着性材料を含むことを特徴とする、請求項２に記載のスク
リーン組立体。
【請求項４】
　前記第１のカバー部分と前記第２のカバー部分との間で、前記口部を通して、前記内部
キャビティ内に配置された挿入部分を有するアクセサリ接続部材をさらに含むことを特徴
とする、請求項１に記載のスクリーン組立体。
【請求項５】
　前記アクセサリ接続部材は、前記挿入部分に接続され、前記第１のカバー部分及び前記
第１のリムの前記外面、又は、前記第２のカバー部材及び前記第２のリムの前記外面の上
に重なる支持部分を有するクリップを含むことを特徴とする、請求項４に記載のスクリー
ン組立体。
【請求項６】
　前記支持部分はフックを含むことを特徴とする、請求項５に記載のスクリーン組立体。
【請求項７】
　前記支持部分は、前記外面の輪郭と合致する輪郭を有するように成形された内面を有す
る、請求項５に記載のスクリーン組立体。
【請求項８】
　前記カバー部分は布地層を含むことを特徴とする、請求項１に記載のスクリーン組立体
。
【請求項９】
　前記第１及び第２のリムは各々、前記内部キャビティ内へ内方に延びる把持部材を含み
、前記第１及び第２のリムの前記把持部材は、それぞれ、前記第１及び第２のカバー部分
に係合することを特徴とする、請求項１に記載のスクリーン組立体。
【請求項１０】
　前記把持部材は、前記第１及び第２のカバー部分の一方向の係合をもたらすように配向
され、前記第１及び第２のカバー部分が前記内部キャビティ内に挿入されるのを可能にし
、前記第１及び第２のカバー部分が前記内部キャビティから除去されるのを防止するよう
に構成されることを特徴とする、請求項９に記載のスクリーン組立体。
【請求項１１】
　前記第１のリムの前記把持部材は、前記第２のリムの前記把持部材に対して互い違いに
配置されることを特徴とする、請求項９に記載のスクリーン組立体。
【請求項１２】
　前記リムの前記外面は、前記コアの前記対向する側面からその前記縁部部分へとテーパ
状になっていることを特徴とする、請求項１に記載のスクリーン組立体。
【請求項１３】
　前記リテーナは基部を含み、前記第１及び第２のリムは前記基部から外方に延びること
を特徴とする、請求項１に記載のスクリーン組立体。
【請求項１４】
　前記コアは前記縁部内に形成された開口部を含み、前記基部は、前記開口部内に配置さ
れた挿入部材を含むことを特徴とする、請求項１３に記載のスクリーン組立体。
【請求項１５】
　前記開口部はチャネルを含み、
　前記チャネルは、第１の幅を有する第１のチャネルと、前記第１のチャネルと連通し、
第２の幅を有する第２のチャネルとを含み、前記第２の幅は前記第１の幅より狭く、
　前記基部は、前記チャネル内に配置された第１の部分と、前記第２のチャネル内に配置
されたアンカー部材とを含むことを特徴とする、請求項１４に記載のスクリーン組立体。
【請求項１６】
　前記第１及び第２のリムは一体形成されることを特徴とする、請求項１に記載のスクリ
ーン組立体。
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【請求項１７】
　前記第１及び第２のリムは、ファスナで接続されることを特徴とする、請求項１に記載
のスクリーン組立体。
【請求項１８】
　前記第１及び第２のリムはスナップ式係合で接続されることを特徴とする、請求項１に
記載のスクリーン組立体。
【請求項１９】
　前記第１及び第２のリムは、第１及び第２の直交する口部分を有するコーナー部品を定
めることを特徴とする、請求項１に記載のスクリーン組立体。
【請求項２０】
　前記コアの前記縁部は前記コアの外周を定め、前記リテーナは、前記外周の周りで前記
縁部に結合された複数のリテーナを含むことを特徴とする、請求項１に記載のスクリーン
組立体。
【請求項２１】
　前記複数のリテーナは、上方及び下方リテーナ部材と、対向する側部リテーナ部材と、
前記上方リテーナ部材と前記側部リテーナ部材との間、及び、前記下方リテーナ部材と前
記側部リテーナ部材との間に配置されたコーナー・リテーナ部材とを含むことを特徴とす
る、請求項２０に記載のスクリーン組立体。
【請求項２２】
　前記コーナー・リテーナ部材、並びに前記上方及び下方リテーナ部材の一方は、挿入部
分を含み、前記コーナー・リテーナ部材、並びに前記上方及び下方リテーナ部材の他方は
、開口部を含み、前記挿入部分が前記開口部内に配置されることを特徴とする、請求項２
１に記載のスクリーン組立体。
【請求項２３】
　前記第１及び第２のカバー部分は、別個の第１及び第２のカバー部品により定められる
ことを特徴とする、請求項２０に記載のスクリーン組立体。
【請求項２４】
　前記コアの前記縁部は底縁部を含み、前記底縁部に結合された前記リテーナに係合する
スクリーン支持体をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載のスクリーン組立体。
【請求項２５】
　前記スクリーン支持体は、前記底縁部に結合された前記リテーナの前記第１及び第２の
リムの一部分をその中に受けるように成形されたキャビティを有する支持ブロックを含む
ことを特徴とする、請求項２４に記載のスクリーン組立体。
【請求項２６】
　前記スクリーン支持体は、前記支持ブロックから前記コア内へ上向きに延びるバヨネッ
トをさらに含むことを特徴とする、請求項２５に記載のスクリーン組立体。
【請求項２７】
　前記支持ブロックは直立壁を含み、前記壁により係合されるスクリーン・オーバーレイ
部材をさらに含むことを特徴とする、請求項２５に記載のスクリーン組立体。
【請求項２８】
　前記スクリーン支持体は、前記第１のカバー部分と前記第２のカバー部分との間の前記
口部を通して、前記第１のリムと前記第２のリムとの間の前記内部キャビティ内に配置さ
れた挿入部分を含むことを特徴とする、請求項２４に記載のスクリーン組立体。
【請求項２９】
　前記底縁部に結合された前記リテーナは、開口部を有するコーナー・リテーナを含み、
前記スクリーン支持体は、前記開口部内に受けられる支柱を含むことを特徴とする、請求
項２４に記載のスクリーン組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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（関連出願）
　本出願は、２０１３年３月１５日出願の米国仮特許出願番号第６１／７９１，６３９号
の利益を主張するものであり、その開示の全体が引用により本明細書に組み入れられる。
【０００２】
（技術分野）
　本出願は、スクリーン組立体、例えば、限定ではなく例として、オフィス環境で用いる
ためのスクリーン組立体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　例えば、別々の作業空間を仕切るため、遮音壁の機能を果たすため、マーカーボード、
タックボード、及びビデオスクリーンなどの種々の表示システムを提供するため、及び／
又は、種々の作業空間のためのプライバシーを提供及び／又は高めるために、様々なオフ
ィス環境においてスクリーンを使用することはよく知られている。多くの場合、そうした
スクリーンは、その片面又は両面が布地などのカバーで覆われており、そのことは、スク
リーンの外観のカスタマイズ化を可能にし得る。しかしながら、そうしたカバーの装着は
困難であり、種々のスプライン、キャップ、接着剤、又は他の外部装置の位置決め及び取
り付けを要することがある。
【０００４】
　さらに、スクリーンは、完成した外観をスクリーンに与え、布地の縁部を覆う外周フレ
ームを有するように構成されることが多い。そうしたフレームは、多くの場合、取り付け
が困難であり、スクリーンの全重量を増大させるため、スクリーンの携帯性が低下し、又
はデスク及び他の場所への取り付けに適さなくなる。
【発明の概要】
【０００５】
　簡単に述べると、１つの態様において、スクリーン組立体の１つの実施形態は、縁部、
並びに第１及び第２の対向する側面を有するコアを含む。リテーナが、コアの縁部に結合
され、コアから外方に延びる。リテーナは、それぞれの縁部部分を有し、口部を定める第
１及び第２の弾性リムを含む。第１及び第２の弾性リムは、それらの間に内部キャビティ
を定める。第１及び第２の弾性リムは、それぞれの外面を定める。第１及び第２の弾性リ
ムの縁部部分は、保持構成と挿入構成の間で互いに向かって及び互いから離れるように可
動であり、第１及び第２のリムは、保持構成の方向に付勢される。第１及び第２のカバー
部分はそれぞれ縁部を有し、第１のカバー部分は、コアの第１の側及び第１の弾性リムの
外面の上に重なり、第２のカバー部分は、コアの第２の側及び第２の弾性リムの外面の上
に重なる。第１及び第２のカバー部分は、該第１及び第２のリムの縁部部分の周りに巻き
付き、口部を通して配置されるので、第１及び第２のカバー部分の縁部が内部キャビティ
内に配置されるようになる。第１及び第２の弾性リムは、それらの間に第１及び第２のカ
バー部分を保持する。
【０００６】
　別の態様において、スクリーン組立体の１つの実施形態は、底縁部、並びに第１及び第
２の対向する側面を有するコアと、コアの底縁部に接続され、コアから下向きに延びる縁
部処理部（ｅｄｇｅ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）とを含む。縁部処理部は、対向する第１及び
第２の外面を定める対向する第１及び第２のリムを含む。第１のカバー部分は、コアの第
１の側及び縁部処理部の第１の外面の上に重なる。第２のカバー部分は、コアの第２の側
及び縁部処理部の第２の外面の上に重なる。第１及び第２のカバー部分は前記第１及び第
２のリムによって保持される。スクリーン支持体は、第１のリムと第２のリムとの間に上
向きに延びる挿入部分を含む。
【０００７】
　さらに別の実施形態において、スクリーン組立体は、縁部、並びに第１及び第２の対向
する側面を有するコアと、コアの縁部に接続され、コアから外向きに延びる縁部処理部と
を含む。縁部処理部は、対向する第１及び第２の外面及びそれらの間の口部を定める、対
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向する第１及び第２のリムを含む。第１のカバー部分は、コアの第１の側及び縁部処理部
の第１の外面の上に重なる。第２のカバー部分は、コアの第２の側及び縁部処理部の第２
の外面の上に重なる。第１及び第２のカバー部分は、第１及び第２のリムによって保持さ
れる。アクセサリ接続（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）部材は、口部を通して第１及び第２のカバ
ー部分の間に配置される挿入部分を有する。
【０００８】
　スクリーン組立体の種々の態様及び実施形態は、他のスクリーン組立体に優る重要な利
点を提供する。例えば、限定ではなく、１つの実施形態において、カバーは、例えば、ス
プライン、カバー等などのいずれの外部締結装置もなしに、簡単かつ迅速に取り付けるこ
とができる。その上、ひとたび取り付けられると、カバーは、連続的で一様な外観をスク
リーンに与える。さらに、スクリーンは、比較的軽量に作製でき、その結果、その携帯性
が高まる。同時に、付加的なファスナ及び／又は接続装置を必要とすることなく、スクリ
ーン支持体を簡単かつ迅速に取り付け、スクリーンを支持することができる。同様に、付
加的なファスナ及び／又は接続装置を必要とすることなく、限定ではなく、スクリーン・
オーバーレイ、文書ホルダ、記憶装置などを含む種々のアクセサリを、スクリーンの長さ
に沿った任意の場所に簡単に取り付け、スクリーンによって支持することができる。
【０００９】
　本発明の実施形態は、さらなる目的及び利点と共に、添付の図面と併せて以下の詳細な
説明を参照することによって最も良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】明確にするために、取り付けられているカバー部材が無い状態の、スクリーン組
立体の第１の実施形態の１つの実施形態の斜視図である。
【図２】明確にするために、カバーが部分的に切り取られて示される、図１に示されるス
クリーン組立体の分解図である。
【図３】図１の線３－３に沿って切り取られたスクリーン組立体の縁部部分の断面図であ
る。
【図４】スクリーン支持体の拡大端面図である。
【図５】図４に示されるスクリーン支持体の底面図である。
【図６】スクリーン組立体の別の実施形態の分解図である。
【図７】スクリーン組立体の別の実施形態の分解図である。
【図８】図７に示されるスクリーン組立体の縁部部分の断面図である。
【図９】スクリーン組立体の１つの実施形態の上面図である。
【図１０】スクリーン組立体の別の実施形態によるスクリーン組立体の側面図である。
【図１１】図１０に示されるスクリーン組立体の分解図である。
【図１２】図１０に示されるスクリーン組立体の縁部部分の断面図である。
【図１３】スクリーン組立体の別の実施形態の分解斜視図である。
【図１４】図１３に示されるスクリーン組立体の縁部部分の断面図である。
【図１５】コア及びリテーナの１つの実施形態の拡大部分図である。
【図１６】リテーナの別の実施形態の拡大端面図である。
【図１７】リテーナの別の実施形態の拡大端面図である。
【図１８】コーナー・リテーナの分解斜視図である。
【図１９】コーナー・リテーナの別の実施形態の分解斜視図である。
【図２０】コーナー・リテーナの別の実施形態の分解斜視図である。
【図２１】カバー・リテーナ部品の斜視図である。
【図２２】図２１のカバー・リテーナ部品と嵌合するように構成された別のカバー・リテ
ーナ部品の斜視図である。
【図２３】図２１及び図２２のカバー・リテーナ部品の組み立て斜視図である。
【図２４】カバー・リテーナ部品の別の実施形態の斜視図である。
【図２５】図２４のカバー・リテーナ部品の組み立て斜視図である。
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【図２６】インライン・コネクタの斜視図である。
【図２７】図２６のインライン・コネクタと接続された一対のスクリーン組立体の部分図
である。
【図２８】直交コネクタで接続された一対のスクリーン組立体の部分図である。
【図２９】一対のアクセサリ接続部材がそこに固定されたスクリーン・オーバーレイの斜
視図である。
【図３０】図２９の線３０－３０に沿って切り取られたスクリーン・オーバーレイの断面
図である。
【図３１】アクセサリ接続部材の別の実施形態の斜視図である。
【図３２】スクリーン支持体の１つの実施形態の分解図である。
【図３３】スクリーン支持体の別の実施形態の斜視図である。
【図３４】押しピン・アセンブリの分解斜視図である。
【図３５】スクリーン組立体の別の実施形態の分解斜視図である。
【図３６】図３５に示されるスクリーン組立体についてのスクリーン間の取り付けの断面
図である。
【図３７】コネクタ部材で接合された２つの隣接するスクリーンの切り欠き図である。
【図３８】別のスクリーン組立体の斜視図である。
【図３９】図３８に示されるスクリーン組立体の部分切り欠き部分である。
【図４０】図３８に示されるスクリーン組立体の部分切り欠き部分である。
【図４１】ワイヤトレイが開位置にある、図３８に示されるスクリーン組立体の斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　「上部」、「上方」、「底部」及び「下方」という用語は、使用位置に配置されたスク
リーンを見る場合の方向を示すことが意図される。本明細書において用いられる「複数の
」という用語は、２つ又はそれ以上を意味すると理解されたい。「結合される」という用
語は、直接的に又は間接的に、例えば介在する部材に接続される又はこれと係合されるこ
とを意味し、係合が固定的又は恒久的であることを必要としないが、固定的又は恒久的で
あってもよい。「横断する」という用語は、軸線を横切って延びることを意味し、限定さ
れるものではないが、軸線に対して実質的に垂直であることを含む。本明細書において用
いられる「第１の」、「第２の」、「第３の」等の数値的用語の使用は、構成要素のいず
れかの特定の配列又は順序を指すものではなく、例えば「第１の」及び「第２の」部分は
、そうした部分の任意の配列を指すものとすることができ、特別の定めがない限り、特定
の構成の第１の部分及び第２の部分に限定されないことを理解されたい。
【００１２】
スクリーン組立体
　図１～図３及び図７～図１５を参照すると、スクリーン組立体２は、周縁部６、並びに
第１及び第２の対向する側面８、１０を有するコア４を含むように示される。図１及び図
２に示されるように、スクリーン組立体は、矩形形状の側面プロファイルを有することが
でき、又は、例えば図１３に示されるように、他の非矩形の四角形又は多角形の形状を有
することができる。スクリーンはまた、種々の円形、長楕円形、楕円形、卵形、又は他の
形状を有することもできる。従って、スクリーンの縁部は直線状であってもよく、又は弧
状であってもよく、又はこれらの組み合わせであってもよい。コア４は、ランバーコア、
ファイバーボード、ファイバーマット、ガラス繊維マット充填材を有するポリウレタンフ
ォームを含むフォームコアなどの単一の均質材料で作製することができ、又は、そうした
材料の種々の層又は基材で形成することができる。コアは、１つ又はそれ以上の粘着性（
ｔａｃｋａｂｌｅ）層又は遮音層を含むことができる。コアは、例えば難燃特性を与える
ために適用される外側スクリム１２を含むことができる。
【００１３】
　周縁部の少なくとも一部分、及び１つの実施形態においては縁部の全周長は、そこから
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内方に延びる開口部１４、１６を含む。開口部は、連続的であっても、又は離間されてい
てもよい。１つの実施形態において、開口部は、縁部の中心に置かれた第１及び第２のチ
ャネル１４、１６として構成される。チャネルは、名目上中心に置かれるが、例えば、許
容公差に起因する厚さの変動によりチャネルが僅かに中心から外れてシフトすることがあ
る。他の状況では、所望であれば、溝を一方の側又は他方の側のより近くに配置してもよ
い。第１のチャネルは、縁部６に向かって外方に開き、第１の幅を有する。縁部は、チャ
ネルの両側に一対の踊り場（ｌａｎｄｉｎｇ）１８を定める。第２のチャネル１６は、第
１のチャネル１４の底部から内方に延び、第２の幅を有し、この第２の幅は、第１の幅よ
り狭い。種々の実施形態において、コア４は、実質的に平面状であるが、該コア４は、例
えば１つ又はそれ以上の仮想垂直軸の周りで湾曲する非平坦形状を有してもよいことを理
解されたい。
【００１４】
　図１～図３及び図７～図２５を参照すると、縁部処理部（ｅｄｇｅ　ｔｒｅａｔｍｅｎ
ｔ）がコアの縁部６に結合され、縁部から、好ましくはコアによって定められる同じ平面
内に外方に延びる。１つの実施形態において、縁部処理部は、複数の直線状部材２２及び
複数のコーナー部材２４を含むリテーナ２０として構成される。直線状部材は、好ましく
は一体型のものであり、押出品として形成される。リテーナはまた、対応するコアの縁部
のプロファイルに適合する非直線状の湾曲部材を含むこともできる。１つの実施形態にお
いて、複数のリテーナ２０は、上方及び下方リテーナ部材と、対向する側部リテーナ部材
２２と、上方リテーナ部材と側部リテーナ部材との間及び下方リテーナ部材と側部リテー
ナ部材との間に配置されたコーナー・リテーナ部材２４とを含む。コーナー・リテーナ部
材は、上方及び下方リテーナ部材に接続される。１つの実施形態において、コーナー・リ
テーナ部材、並びに上方及び下方リテーナ部材の一方又は他方は、コーナー・リテーナ部
材の他方の中に形成された開口部と嵌合し、これに受けられる挿入部分２６を含み、上方
及び下方リテーナ部材は、１つの実施形態において、上方及び下方リテーナ部材の内部キ
ャビティ２８として構成された開口部を含み、挿入部分は内部キャビティ内に配置される
。
【００１５】
　リテーナは、直線状部材、湾曲部材、又はコーナー部材のいずれであっても、口部３４
を定めるそれぞれの縁部部分３６、３８を有する第１及び第２の弾性リム３０、３２を含
み、この口部３４は、保持構成にある際に閉じること又は僅かな間隙を形成することがで
きる。第１及び第２の弾性リム３０、３２は、これらの間に内部キャビティ２８を定める
。第１及び第２の弾性リムは、それぞれの外面４０、４２を定める。図３に示されるよう
に、第１及び第２の弾性リム３０、３２の縁部部分は、保持構成と挿入構成との間で、互
いに向かって及び互いから離れるように可動である。第１及び第２のリムは、外力がこれ
に印加されていないときは、保持構成の方向に互いに付勢される。縁部部分３６、３８は
、スクリーン組立体の様々な最外縁部のプロファイルを与えるように構成することができ
る。例えば、リム及び縁部部分は、図３に示されるような三角形の断面を与えるように成
形し、構成することができる。或いは、縁部部分を「四角にする（ｓｑｕａｒｅ　ｏｆｆ
）」こともでき、比較的平坦な平面状の最外面を有することができる。
【００１６】
　第１及び第２のリム３０、３２の各々は、内部キャビティ内に内方に延びる把持部材４
４を有する。この把持部材は、それぞれ内部キャビティ２８内に挿入された、例えば布地
層のような第１及び第２のカバー部分４６、４８に係合する。把持部材４４は、カバー部
分４６、４８の一方向の係合をもたらすように配向され、把持部材が、カバー部分の内部
キャビティ内への挿入可能にするが、カバー部分の内部キャビティからの除去を防止する
ように構成される。把持部材は、フック、かぎ（ｂａｒｂ）、小瘤（ｎｏｄｕｌｅ）、又
は他の適切な突起部として構成することができる。図１５に示される１つの実施形態にお
いて、第１のリム３０の把持部材４４は、第２のリム３２の把持部材に対して互い違いに
配置されているので、カバー４６、４８は、把持部材の間を前後に縫うように進むことが
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でき、それにより、カバーにかかる把持力が最大になる。
【００１７】
　図３及び図５に示されるように、リムの外面４０、４２は、コアの対向する側面に隣接
する基部５０からその縁部部分へテーパ状になっている。外面は、図３及び図５に示され
るように実質的に平面状であってもよく、又は湾曲してもよく（凹状に又は凸状外方に）
、又は図８、図１２、図１６及び図１７に示されるように、非直線状若しくは非平面状プ
ロファイルを有してもよい。第１及び第２のリムは基部から外方に延び、「外方に」とい
う用語は、例えば円形の側面プロファイルを有するスクリーンから半径方向「外方に」な
ど、コアのプロファイルから遠ざかり、概ねその範囲内にあるように定められる。基部は
、コアの縁部６上の踊り場１８に係合する、対向する外部隆起部５４を含むことができる
床部５２を有し、これにより、例えば縁部に沿った反り又は公差の増加によって、リテー
ナ２０が縁部上に適切に着座することを保証する。基部５０は、コアのチャネル内に配置
された挿入部材５６を含む。挿入部材は、第１のチャネル１４と嵌合し、その中に配置さ
れる第１の部分５８と、第２のチャネル１６内に配置されるアンカー部材６０とを含むこ
とができる。挿入部材を含む基部及びリムは、例えば押し出しによって一体的に形成する
ことができる。基部の幅は、様々なコア厚を収容するように変更することができる。１つ
の実施形態において、基部の幅は、コアの幅より僅かに狭い。
【００１８】
　図１８～図２５を参照すると、リテーナ１２０は、各々が第１及び第２のリム１３０、
１３２の一方を定める別個の半体１２２、１２４から形成される。これらの半体は、スク
リュー１２６などの１つ又はそれ以上のファスナで、又は、スナップ式係合、接着剤、例
えば音波溶接などの溶接、及び／又はこれらの組み合わせによって接続することができる
。２部品リテーナは、コーナー部材又は部品に適するものとして示され、これらは、非直
線状構成のために押し出しには適していない。直線状部品３２０、３２２、３２４（図６
及び図２１～図２５を参照されたい）は２部品で作製してもよいこと、及び、コーナー部
品を一体品として成形できることを理解されたい。直線状部品３２２、３２４は、右用及
び左用のものとすることができ、これらの組み合わせは、位置合わせされた挿入部分及び
アンカー部分３３０と、ファスナを受けて半体を接続する突出部３２８とを含む。コーナ
ー部品は、第１及び第２の直交する口部分１３４、１３６を定める第１及び第２のリム１
３０、１３２を有する。各半体は一連の把持部材１４０で構成される。
【００１９】
　図１～図３及び図１５を参照すると、第１及び第２のカバー部分４６、４８（明確にす
るために、部分図で示される）は、各々が周縁部７０、７２を有すように示され、カバー
部分は、コア及び縁部処理部のプロファイルと概ね適合する側面プロファイルを有するが
、縁部７０、７２がスクリーンの全ての側部上のリテーナの縁部部分３６、３８を超えて
延びる状態でより大きい表面積を有する。第１のカバー部分４６は、スクリム層を含むコ
アの第１の側、及び第１の弾性リム３０の外面４０の上に重なる。第２のカバー部分４８
は、コアの第２の側、及び第２の弾性リムの外面４２の上に重なる。第１及び第２のカバ
ー部分４６、４８は、第１及び第２のリムの縁部部分３６、３８の周りに巻き付き、縁部
部分とリム３０、３２との間の口部３４を通して配置されるので、第１及び第２のカバー
部分の縁部７０、７２は内部キャビティ２８内に配置され、第１及び第２の弾性リムは、
それらの間に第１及び第２のカバー部分を保持する。第１及び第２のリムの把持部材４４
は、第１及び第２のカバー部分に係合する。カバー部分は、例えば、カバー部分がコア及
び／又は縁部処理部の底縁部の周りに巻き付き、次いでカバーの自由縁部がスクリーンの
他の３つの縁部に沿ってリテーナ内に固定されるように、一体の材料シートとして形成で
きることを理解されたい。カバーはまた、コアが、カバーによって形成されたエンベロー
プ又はバッグ状構造体の内部に嵌まった状態で、例えば縫うことによって、２つの他の側
部に沿って又は３つの側部に沿って封止することも可能である。本実施形態において、カ
バーは、リテーナ内に固定された、その１つの側部のみに沿って形成された第１及び第２
の部分を含む。カバー部分４６、４８は、接着剤によってコア及び／又はリテーナの外部
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に固定することができる。
【００２０】
　図３８及び図３９を参照すると、ガラス繊維入りポリウレタンフォームから形成された
コア５０２を有する別のスクリーン５００が示される。例えば押出品として形成された直
線状縁部処理部５０６、及び、例えば射出成形によって形成されたコーナー縁部処理部５
０４は、コアの外周の周りに位置決めされる。本実施形態において、カバー部分は省略さ
れ、コア及び縁部処理部がスクリーンの完成した外観を与える。
【００２１】
スクリーン支持体、コネクタ及びアクセサリ
　図２９及び図３０を参照すると、スクリーン組立体の１つの実施形態が、第１及のカバ
ー部分４６と第２のカバー部分４８との間で口部３４を通してリテーナの内部キャビティ
２８内に配置することができる挿入部分９２を有するアクセサリ接続部材９０を含む。ア
クセサリ接続部材は、挿入部分に接続された支持部分９４を有するクリップを含むことが
できる。１つの実施形態において、支持部分９４は第１及び第２のカバー部分の少なくと
も一方の上に重なり、第１及び第２のリム３０、３２のそれぞれのものの外面４０、４２
に適合する輪郭をもった内面９８を有する。支持体は、フック９６、タブ、又は他のアク
セサリ接続部を含むことができるので、スクリーン・オーバーレイ、棚、保管場所などの
アクセサリに係合しそれを保持することができる。支持体はまた、コートのフック又は他
のハンガーとして構成することもできる。１つの実施形態において、スクリーン・オーバ
ーレイ１００は、ホワイトボードなどの書き込み可能な表面として構成することができ、
又は、モニタ面若しくは投影面などの表示面として構成することができる。フック９６は
、スクリーン・オーバーレイの上方部分に沿って形成されたチャネル１０２に係合する。
図３１を参照すると、代替的な接続部材１０４は、スクリーン組立体の縁部の上に受けら
れるチャネル１０８を定める、対向する支持部分１０６を含むことができ、支持部分はス
クリーンの両側に沿って内方に延びる。支持部分の一方又は両方は、フックなどのアクセ
サリ接続部１１０を有するように構成することができる。
【００２２】
　図２、図４及び図５を参照すると、スクリーン支持体２００は、リテーナ２０の一部分
、具体的には、底縁部に結合されたリテーナの第１及び第２のリム３０、３２をその中に
受けるように成形されたキャビティ２０４を有する支持ブロック２０２を含む。スクリー
ン支持体は、支持ブロックからコア４内に上向きに延びるバヨネット２０６をさらに含む
。リテーナは、バヨネット２０６の通過を可能にするように間に空間２０８を有する、図
２に示されるように離間された部分を含むことができる。平行四辺形として成形されたロ
ック部材２１０は回転可能であり、支持ブロックを通って延びるねじ付き端部部分を有す
るバヨネット２０６の底部にねじ付けられて固定される。ロック部材は、該ロック部材が
スクリーンの長さに沿って配向される非ロック位置と、ロック部材がスクリーンの長さに
対して直交して配向されるロック位置との間で回転可能である。Ｔ字形状のソケット又は
他の凹部（図示せず）が、作業面又は支持体壁などの隣接する構成要素上に配置されてロ
ック部材を受け、スクリーンを構成要素に固定することができる。支持ブロックは、スク
リーン・オーバーレイ部材１００の下縁部に係合する直立壁２１２を含むことができる。
【００２３】
　図７、図９及び図３４に示される代替的な実施形態において、スクリーン支持体２２０
は、足部分２２４と、第１のカバー部分と第２のカバー部分との間のリテーナ２０の口部
３４を通して、第１のリムと第２のリムとの間の内部キャビティ内に配置された上向きに
延びる挿入部分２２２とを有する基部部材を含む。足部分２２４は、椅子又は作業面３３
５などの隣接する基部構造体に固定することができる。
【００２４】
　図６、図２１～図２５に示される別の実施形態において、２部品リテーナ３２０、３２
２、３２４が、スクリーン支持体の一部を形成する支柱を受けるように成形された開口部
２２６及びソケット２２８を定める第１及び第２のリムを含むように示される。リテーナ
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は、コーナー部品又は直線状部品として形成することができる。支柱２４０は、図１１及
び図１９に示されるように、リテーナにより完全に支持することができ、又は、図２１～
図２５に示されるように、リテーナを通ってコア内に形成された開口部の中に延びること
ができる。グライド３２１又は他の床部係合部材を支柱２４０の底部に固定することがで
き、また、支柱に対して高さ調整可能にしてレベリング機能を与えることができる。リテ
ーナは、該リテーナを隣接するリテーナと位置合わせするのに用いられる挿入部分２６を
含む。
【００２５】
　図３２及び図３３を参照すると、スクリーン支持体は、支柱２４０などの支持部材に接
続されたフレーム２５０を含む。このフレームは、離間され、それらの間に間隙２５６を
定める上方及び下方クランプ部材２５２、２５４を定める。間隙２５６は、テーブルトッ
プ２５８などのクランプ面を内部に受けるように適合された大きさに作られる。１つ又は
それ以上のカム２６０（２つとして示される）が、上方又は下方クランプ部材２５４の一
方又は両方に回転可能に取り付けられる。１つ又はそれ以上のカム２６０は、外側クラン
プ面２６６を有する。カム２６０は、外側クランプ面２６６が、上に取り付けられたパッ
ド２７０を含む、上方又は下方クランプ部材２５２の他方から第１の距離だけ離間された
非クランプ位置と、外側クランプ面が上方又は下方クランプ部材２５２、２７０の他方か
ら第２の距離だけ離間されたクランプ位置との間で回転可能である。第２の距離は、第１
の距離より短い。パッド２７０はまた、スクリーンの底縁部を支持することもできる。カ
ムは、把持可能なハンドル部分２６８を含む。カムはまた、外側クランプ面と回転軸を定
める孔との間に配置された内部キャビティ２７６も含み、それにより、カムの弾性が増大
する。
【００２６】
　図３５及び図３６を参照すると、コネクタ２８０は、例えば隣接する側縁部などの、隣
接するスクリーン組立体２の縁部部分を接続するように構成される。コネクタ２８０は、
第１及び第２のスクリーンの隣接する縁部処理部の口部３４を通して受けられる第１及び
第２の挿入部分２８２、２８４を含む。縁部処理部又はリテーナの各々はチャネル５６を
含み、第１及び第２の挿入部分は各々、チャネルの表面に係合する弾性バーブとして示さ
れる少なくとも１つの一方向把持部材２８６を有する。挿入部分２８２、２８４の各々は
、切れ目３８５を通して、例えば図１３に示される縁部処理部内に挿入される細長い舌部
２８３、２８４を含むことができる。
【００２７】
　図２６～図２８及び図３７を参照すると、コネクタ３００が、直線の関係で配向されよ
うと又は直交する関係で配向されようと、対向するフランジ３０２、３０４を有するよう
に示され、各フランジの端部は回転されて、キャッチ部分３０６を形成する。把持可能な
タブ部分３０８は、フランジ間の中心にある。フランジ３０２、３０４は、隣接する縁部
処理部の弾性リム部分１３０と１３２との間に受けられ、キャッチ部分は、リテーナ２０
の内部キャビティ２８内に配置される。図３７に示されるように、コネクタ３０１は、ス
クリーンの中心面に沿って延び、１つの実施形態においては一体成形され、縁部処理部内
に成形されたボス３０７上に載っている対向するフランジ３０３、３０５を有する。ボス
は、ファスナ・レセプタクルとして機能することができる。
【００２８】
　図３４を参照すると、押しピン固定機構３４１が示される。受け部材３４５を含むブラ
ケット３４３が、椅子、作業面、デスク、キャビネット、又は他の自立構造体などの基部
３３５に固定される。押しピン３４７は、パネルの中央の開口部３４９を通して挿入し、
その後、受け部材３４５内に形成されたソケット内に受けることができる。押しピン３４
７は、パネルの表面に係合するフランジを有するヘッド部分３５３と、例えばピンの端部
上の、押しボタン３５１により作動される戻り止めなどの解放機構とを含む。解放機構を
作動させてピンを受け部材から解放し、ピンを引き抜き、パネルを取り外すことができる
。
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【００２９】
　図３８～図４１を参照すると、複数の挿入体（２つとして示される）の各々が、スクリ
ーン５００の１つの表面に埋め込まれたフランジを有する。挿入体は、接着剤５１６で固
定され、フランジからコア５０２の厚さを通って形成された開口部５１４内に延びる複数
のボス構造体５１２（２つとして示される）を含む。対応する複数のブラケット５１８は
、スクリーン５００の対向する面に係合するフランジ５２０を有する。複数のファスナ５
２２は、フランジの開口部を通って延び、ボス構造体５１２に係合し、コア５０２はブラ
ケット５１８と挿入体５１０との間にクランプされる。ブラケットは、直立アーム５２４
と、作業面５４０などの隣接する基部に固定された取り付けフランジ５２６とを含み、ス
クリーンは、スクリーンの下方部分５２８が作業面の下方に配置されて幕スクリーン（mo
desty screen）を提供し、上方部分５３０が作業面の上方に延びてプライバシースクリー
ンを提供するように、地面の上に吊るされる。アームは開口部５３２を含み、この開口部
５３２は、作業面の下にピボット運動可能に取り付けられたワイヤトレイ５３４のための
ピボット取り付けをもたらす。
【００３０】
　本発明を好ましい実施形態を参照して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨及び
範囲から逸脱することなく、形態及び詳細に対して変更を行い得ることを認識するであろ
う。従って、上記の詳細な説明は例示のためのものであって限定するためのものではない
と考えられるべきであり、本発明の範囲を定めるように意図されるのは、その全ての均等
物を含む添付の特許請求の範囲であることが意図される。
【符号の説明】
【００３１】
２：スクリーン組立体
４、５０２：コア
６：周縁部
８：第１の側面
１０：第２の側面
１４、１６、５６、１０２、１０８：チャネル
２０、１２０：リテーナ
２２：側部リテーナ部材
２４：コーナー部材
２６、９２、２２２、２８２、２８４：挿入部分
：挿入部分
２８、２０４、２７６：内部キャビティ
３０：第１のリム
３２：第２のリム
３４：口部
３６：第１の縁部部分
３８：第２の縁部部分
４０、４２：外面
４４、１４０：把持部材
４６：第１のカバー部分
４８：第２のカバー部分
５０、３３５：基部
５２：床部
５６、２２２：挿入部材
５８：第１の部分
６０：アンカー部材
９０：アクセサリ接続部材
９４、１０６：支持部分
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９６：フック
９８：内面
１００：スクリーン・オーバーレイ
１１０：アクセサリ接続部
１２２、１２４：半体
１３０、１３２：リム部分
１３４、１３６：口部分
２００：スクリーン支持体
２０２：支持ブロック
２０６：バヨネット
２２０：スクリーン支持体
２２６、３４９、５１４、５３２：開口部
２４０：支柱
２５０：フレーム
２５２、２５４：クランプ部材
２５６：間隙
２５８：テーブルトップ
２６０：カム
２８０、３００：コネクタ
２８２、２８４：挿入部分
３０２、３０３、３０４、３０５、５２０：フランジ
３２０、３２２、３２４：直線状部品
３２１：グライド
３３５、５４０：作業面
３４３、５１８：ブラケット
５００：スクリーン
５０４：コーナー縁部処理部
５０６：直線状縁部処理部
５１８：ブラケット
５２２：ファスナ
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